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種　類 融資限度額 融資期間

（個人申込）

（法人申込）

（備考）

★保証料補給・・・・・・全額を市が負担

★利子補給・・・・・・・貸付利率の２分の１以内（年率１％を限度とする。）の金額を市が利用者に補給

★借り換え申し込み・・・融資残高が当初金額の１／２以下の場合となります。

★各融資制度の併用は不可

①借入を希望する取扱金融機関
で、大和高田市制度を利用した融
資について相談してください。

②金融機関を通じて、奈良県信用
保証協会へ保証申込を行ってくだ
さい。

③奈良県信用保証協会が保証決定
後、金融機関が融資を実行しま
す。

④大和高田市に保証料と利子の補
給を申請してください。

⑤金融機関とのご契約に基づき、
返済をしてください。

⑥返済の都度かかる利子を、年度
末に市がまとめて補給します。
（保証料は市が保証協会へ直接支
払います。）

①市が定めた所定のセミナーを受
講してください。

②市が発行するセミナーの終了証
明書を取得してください。

以降は特別融資・小口融資の制度
利用の流れ①～⑥と同様です。

取扱金融機関

【奈良県内の各本支店】

南都銀行
紀陽銀行

関西みらい銀行
大和信用金庫

奈良中央信用金庫

【奈良県内の各本支店】

南都銀行
紀陽銀行

大和信用金庫
奈良中央信用金庫

日本政策金融公庫

創業支援融資

・市内で創業する具体的
な計画がある方。

・市内で創業後、１年未
満の方。

・市が定めた創業支援事
業計画にもとづく所定の
セミナーを受講するこ
と。

設備資金

工場・店舗
の改装や増
改築及び機
械の購入等

1,000万円

７年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

運転資金
事業上の
運転資金

1,000万円

５年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

７年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

※ただし実質経営
者営業許可名義人
は連帯保証人とし
て必要

運転資金
事業上の
運転資金

５00万円

５年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

７年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

原則不要

運転資金
事業上の
運転資金

1,000万円

５年以内
（６か月以
内の据置期
間を含む）

原則代表者のみ

特別融資

大和高田市
内の中小企
業者の金融
負担の軽減
と経営基盤
の強化を図
る。

・個人の場合、1年以上
本市の住民基本台帳に記
録されている住所を有し
ていること。

・法人の場合、1年以上
市内に住所を有し、か
つ、本市の市民税が課税
されていること。

・同一事業を1年以上営
んでおり、今後もその事
業を継続して営むことが
確実であること。

・市税を滞納していない
こと。

設備資金

工場・店舗
の改装や増
改築及び機
械の購入等

1,500万円

小口融資

設備資金

工場・店舗
の改装や増
改築及び機
械の購入等

500万円

大和高田市中小企業資金融資制度

制度名 目　的 貸付対象
貸　　　　　付　　　　　条　　　　　件

使　途 保証人及び担保
制度利用の流れ


